
CCUSレベル別年収の概要（令和7年12月改定）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価が賃金として支払われ

た場合に考えられるレベル別年収を算出。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通しを持てる産業を目指す。

◎目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値以上の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払い

状況の事業者については、請負契約において労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認する。

ブ ロ ッ ク 別 （ 全  分  野  ） （ 年 収 ） 本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。
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レベル1 (単位：万円) レベル2 (単位：万円) レベル3 (単位：万円) レベル4 (単位：万円)

( 標準値 ～ 目標値 ) ( 標準値 ～ 目標値 ) ( 標準値 ～ 目標値 ) ( 標準値 ～ 目標値 )

全 国 385 ～ 523以上 420 ～ 587以上 444 ～ 645以上 550 ～ 719以上

北 海 道 356 ～ 483以上 388 ～ 543以上 411 ～ 597以上 508 ～ 665以上

東 北 412 ～ 559以上 449 ～ 628以上 475 ～ 690以上 588 ～ 769以上

関 東 412 ～ 559以上 449 ～ 628以上 476 ～ 691以上 588 ～ 769以上

北 陸 391 ～ 532以上 427 ～ 597以上 452 ～ 657以上 559 ～ 732以上

中 部 408 ～ 555以上 446 ～ 623以上 472 ～ 685以上 584 ～ 763以上

近 畿 378 ～ 513以上 413 ～ 577以上 437 ～ 634以上 540 ～ 706以上

中 国 329 ～ 447以上 359 ～ 502以上 380 ～ 552以上 470 ～ 615以上

四 国 351 ～ 477以上 383 ～ 535以上 405 ～ 589以上 501 ～ 656以上

九州・沖縄 365 ～ 496以上 399 ～ 557以上 422 ～ 613以上 522 ～ 683以上

参考①特殊作業員 404 ～ 544以上 443 ～ 612以上 449 ～ 662以上 569 ～ 744以上

参考②普通作業員 342 ～ 462以上 375 ～ 519以上 381 ～ 562以上 483 ～ 631以上

＜算出条件＞ • CCUSレベル別年収は、公共事業労務費調査（令和６年１０月調査）の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成

• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「目標値」の値は平均以上、「標準値」の値は下位15%程度の当該ブロックの年収相当として作成

別添11



CCUSレベル別年収の概要（令和7年12月改定）

各地方ブロックにおける

能力評価分野別のCCUSレベル別年収については、

「労務費に関する基準ポータルサイト」をご確認ください。

労務費に関する基準ポータルサイト

（ https://roumuhi.mlit.go.jp/ ）
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https://roumuhi.mlit.go.jp/


【参考】CCUSレベル別年収改定のポイント（令和7年12月改定）

１．地方ブロック別にレベル別年収を算出

（ R5.6公表 : 全国一律 ⇒ R7.12改定 : 地方ブロック別 ）

２．前回以降新たに認定された能力評価分野（11分野）を追加

（ R5.6公表 : 32分野 ⇒ R7.12改定 : 43分野 ）

３．最新の公共工事設計労務単価を適用

（ R5.6公表 : 令和５年３月単価 ⇒ R7.12改定 : 令和７年３月単価 ）

４．公表対象を「標準値」（従前の「下位」）及び「目標値」（従前の「中位」）に限定

するとともに、「目標値」を「中位値以上」として表記
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                                                     国土交通省中建審第２号 

                                              令和７年１２月２日 

 

公共発注者の長 殿 

 

                                                  

中央建設業審議会会長 大久保 哲夫 

                                     

 

公共工事標準請負契約約款の実施について 

 

 

 公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決定）の実施

については、かねてより御配慮賜っているところですが、公共工事の品質確保の促進

に関する法律（平成１７年法律第１８号）、建設業法（昭和２４年法律第１００号）及

び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）

を一体として改正した「第三次・担い手３法」が本年１２月１２日に全面的に施行さ

れること等を踏まえ、中央建設業審議会で審議を行った結果、別添のとおり改正する

ことといたしましたので、その実施について格段の御配慮を賜りたく、建設業法（昭

和２４年法律第１００号）第３４条第２項の規定に基づき勧告いたします。 

 今回の主な改正事項と改正趣旨等につきましては、下記のとおりであり、また、「発

注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（第７版）」（令和６年１２月国

土交通省 不動産・建設経済局建設業課公表）及び 「建設業法令遵守ガイドライン（第

１１版） － 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 －」（令和６年１２月国土交通

省 不動産・建設経済局建設業課公表）において、「民間工事標準請負契約約款又はこ

れに沿った内容の約款（略）に沿った内容の契約書による契約を締結することが基本」

「建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締

結することが基本」とされていることも踏まえ、遺漏のないよう適切な御対応をお願

いいたします。 

 

                                    記 

１．施行日について 

 今回の公共工事標準請負契約約款（以下「公共約款」という。）の改正部分は、第三

次・担い手３法の全面施行日である令和７年１２月１２日から施行する。 

 

２．主な改正内容について 

（１）第三次・担い手３法を踏まえた対応について 

①請負代金内訳書に明示する項目の追加について 



      

 

 

  改正後の建設業法第２０条第１項において、材料費、労務費及び労働者による

適正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳を明示した見積書を作成する

努力義務が規定されたことを踏まえ、適正な労務費の確保と、労務費確保に伴う

労務費以外の「労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」へのし

わ寄せ防止を図るため、法定福利費（事業主負担分）に加え、見積段階で内訳明

示される経費（材料費、労務費、安全衛生経費、建退共掛金）についても、請負

代金内訳書において内訳明示する項目として追加することとした。 

（公共約款第３条関係） 

 

②コミットメント条項の新設について 

「労務費に関する基準」（令和７年１２月２日中央建設業審議会勧告第１号）に

おいて、その実効性確保策として、契約当事者によるコミットメント制度の活用

を通じた労務費・賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられたことを踏まえ、

受注者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、それぞれ雇用する技能者や直接

の下請事業者に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払

いに関する書類等の提出を求めることができる規定を導入するため、契約当事者

の任意で利用できる選択条項を追加することとした。 

労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメン

ト条項の導入を約する条文（Ａ）を基本としつつ、状況に応じて発注者・元請間、

元請・一次間など個々の契約段階において個別に導入を約する条文（Ｂ）につい

ても選択可能としている。上記趣旨を踏まえて、コミットメント条項を積極的に

活用されたい。 

また、コミットメント制度の活用に関するガイドラインとして、「「労務費に関

する基準」の運用方針」（案）（令和７年１２月頃国土交通省公表予定）において

条項の解説や運用上の留意点が記載されているので、これも参照の上、活用を検

討されたい。 

（公共約款第３条の２関係） 

 

（２）その他の改正事項について 

①他機関が発注した工事との調整規定の創設について 

  受注者の施工する工事と他機関の発注工事が施工上密接に関連する場合、必要に

応じて、発注者は他機関との調整を行うものとすることとした。 

（公共約款第２条関係） 

 

②協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設について 

  請負代金額の変更等について、受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって

不利益な取扱いをしてはならないことを明確化した。 

（公共約款第２４条・第２５条・第２６条関係） 



      

 

 

 

③前払金の使途に関する規定の見直しについて 

  国土交通省直轄工事における前払金について、現場管理費及び一般管理費等のう

ち当該工事の施工に要する費用に充てることを可能とする特例について、令和７年

度から恒久化されたことを踏まえ、前払金の使途に関する規定の見直しを行った。 

（公共約款第３７条関係） 

 

以上 

  

 



    

                                                   国土交通省中建審第３号 

                                                  令和７年１２月２日 

 

国土交通大臣・都道府県知事・建設業団体の長 殿 

 

                                                     

中央建設業審議会会長 大久保 哲夫 

                                     

 

建設工事標準請負契約約款の実施について 

 

 

 公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決定）、民間建設工

事標準請負契約約款（甲）（平成２２年７月２６日中央建設業審議会決定）、民間建設工事標

準請負契約約款（乙）（平成２２年７月２６日中央建設業審議会決定）及び建設工事標準下

請契約約款（昭和５２年４月２６日中央建設業審議会決定）の実施については、かねてより

御配慮賜っているところですが、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律

第１８号）、建設業法（昭和２４年法律第１００号）及び公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）を一体として改正した「第三次・担い手

３法」が本年１２月１２日に全面的に施行されること等を踏まえ、中央建設業審議会で審議

を行った結果、別添のとおり改正することといたしましたので、その実施について格段の御

配慮を賜りたく、建設業法第３４条第２項の規定に基づき勧告いたします。 

 今回の主な改正事項と改正趣旨等につきましては、下記のとおりであり、また、「発注者・

受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（第７版）」（令和６年１２月国土交通省 不

動産・建設経済局建設業課公表）及び 「建設業法令遵守ガイドライン（第１１版） － 元

請負人と下請負人の関係に係る留意点 －」（令和６年１２月国土交通省 不動産・建設経済

局建設業課公表）において、「民間工事標準請負契約約款又はこれに沿った内容の約款（略）

に沿った内容の契約書による契約を締結することが基本」「建設工事標準下請契約約款又は

これに準拠した内容を持つ契約書による契約を締結することが基本」とされていることも踏

まえ、遺漏のないよう適切な御対応をお願いいたします。 

 

                                    記 

 

１．施行日について 

 今回の公共工事標準請負契約約款（以下「公共約款」という。）、民間建設工事標準請負契

約約款（甲）（以下「民間約款（甲）」という。）、民間建設工事標準請負契約約款（乙）（以

下「民間約款（乙）」という。）、建設工事標準下請契約約款（以下「下請約款」という。）の

改正部分は、第三次・担い手３法の全面施行日である令和７年１２月１２日から施行する。 



    

 

２．主な改正内容について 

（１）第三次・担い手３法を踏まえた対応について 

①請負代金内訳書に明示する項目の追加について 

  改正後の建設業法第２０条第１項において、材料費、労務費及び労働者による適正な施

工を確保するために不可欠な経費の内訳を明示した見積書を作成する努力義務が規定さ

れたことを踏まえ、適正な労務費の確保と、労務費確保に伴う労務費以外の「労働者によ

る適正な施工を確保するために不可欠な経費」へのしわ寄せ防止を図るため、法定福利費

（事業主負担分）に加え、見積段階で内訳明示される経費（材料費、労務費、安全衛生経

費、建退共掛金）についても、請負代金内訳書において内訳明示する項目として追加する

こととした。 

（公共約款第３条、民間約款（甲）第４条、民間約款（乙）第２条、下請約款第２条関係） 

 

②コミットメント条項の新設について 

「労務費に関する基準」（令和７年１２月２日中央建設業審議会勧告第１号）において、

その実効性確保策として、契約当事者によるコミットメント制度の活用を通じた労務費・

賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられたことを踏まえ、受注者が注文者に対し、

適正な賃金や労務費を、それぞれ雇用する技能者や直接の下請事業者に支払うこと等を約

するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の提出を求めることがで

きる規定を導入することとし、契約当事者の任意で利用できる選択条項として追加するこ

ととした。 

労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の

導入を約する条文（Ａ）を基本としつつ、状況に応じて発注者・元請間、元請・一次間な

ど個々の契約段階において個別に導入を約する条文（Ｂ）についても選択可能としている。

上記趣旨を踏まえて、コミットメント条項を積極的に活用されたい。 

また、コミットメント制度の活用に関するガイドラインとして、「「労務費に関する基準」

の運用方針」（案）（令和７年１２月頃国土交通省公表予定）において条項の解説や運用上

の留意点が記載されているので、これも参照の上、活用を検討されたい。 

（公共約款第３条の２、民間約款（甲）第４条の２、民間約款（乙）第２条の２、下請約

款第２条の２関係） 

 

③契約変更協議に関する規定の追加について 

  改正後の建設業法において、資材高騰に係る契約変更に関するルールとして、請負代金

額等の「変更方法」が契約書の法定記載事項として明確化され、資材高騰など、請負代金

額等に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあるときは、契約締結前に、受注者は注文者

に対して当該情報を通知することとされ、資材高騰等が顕在化した場合、受注者から発注

者に対して契約変更の協議の申出ができ、注文者は誠実に協議に応ずるよう努めなければ

ならないこととされた。これを踏まえて、契約変更（工期・請負代金額）の請求ができる



    

場合として、主要な資材の供給の著しい減少その他の工期に影響を及ぼす事象、資材の価

格の高騰その他の請負代金額に影響を及ぼす事象が発生したケースを追加し、協議の申出

や誠実協議に関する規定を新設するとともに、適切な価格転嫁が図られるよう、請負代金

の変更について価格変動を考慮する旨の規定を新設することとした。 

契約変更に当たっては、サプライチェーン全体における適切な価格転嫁が図られるよう、

これらの規定も活用して、注文者と受注者との間において適切な協議が行われることが求

められる。 

（民間約款（甲）第３０条・第３１条、民間約款（乙）第２１条・第２２条、下請約款第

１９条・第２２条関係） 

 

（２）その他の改正事項について 

①前払金の使途に関する規定の見直しについて 

  国土交通省直轄工事における前払金について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該

工事の施工に要する費用に充てることを可能とする特例について、令和７年度から恒久化

されたことを踏まえ、前払金の使途に関する規定の見直しを行った。 

（公共約款第３７条関係） 

 

②暴力団排除条項の追加について 

  公共約款に規定している暴力団排除条項（発注者の催告によらない解除権）について、

多くの業法において欠格要件として一般化したこと、民民の契約においても一般化してき

たことを踏まえ、民間約款（甲）・民間約款（乙）及び下請約款においても同様の規定を

追加することとした。 

（民間約款（甲）第３５条、民間約款（乙）第２６条、下請約款第３８関係） 

 

 

③他機関が発注した工事との調整規定の創設について 

  受注者の施工する工事と他機関の発注工事が施工上密接に関連する場合、必要に応じて、

発注者は他機関との調整を行うものとすることとした。 

（公共約款第２条関係） 

 

④協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設について 

  請負代金額の変更等について、受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益

な取扱いをしてはならないことを明確化した。 

（公共約款第２４条・第２５条・第２６条関係） 

 

以上 



 

                                                   国土交通省中建審第４号 

                                                  令和７年１２月２日 

民間建築関係団体の長 殿 

 

 

中央建設業審議会会長 大久保 哲夫 

                                     

 

 

民間建設工事標準請負契約約款（甲）・（乙）の実施について 

 

 

 民間建設工事標準請負契約約款（甲）（平成２２年７月２６日中央建設業審議会決

定）及び民間建設工事標準請負契約約款（乙）（平成２２年７月２６日中央建設業審議

会決定）の実施については、かねてより御配慮賜っているところですが、公共工事の

品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）、建設業法（昭和２４年法律

第１００号）及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年

法律第１２７号）を一体として改正した「第三次・担い手３法」が本年１２月１２日

に全面的に施行されること等を踏まえ、中央建設業審議会で審議を行った結果、別添

のとおり改正することといたしましたので、その実施について格段の御配慮を賜りた

く、建設業法第３４条第２項の規定に基づき勧告いたします。 

 今回の主な改正事項と改正趣旨等につきましては、下記のとおりであり、また、「発

注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（第７版）」（令和６年１２月国

土交通省 不動産・建設経済局建設業課公表）及び 「建設業法令遵守ガイドライン（第

１１版） － 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 －」（令和６年１２月国土交通

省 不動産・建設経済局建設業課公表）において、「民間工事標準請負契約約款又はこ

れに沿った内容の約款（略）に沿った内容の契約書による契約を締結することが基本」

「建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締

結することが基本」とされていることも踏まえ、遺漏のないよう適切な御対応をお願

いいたします。 

 

                                    記 

１．施行日について 

 今回の民間建設工事標準請負契約約款（甲）（以下「民間約款（甲）」という。）及び

民間建設工事標準請負契約約款（乙）（以下「民間約款（乙）」という。）の改正部分は、

令和７年１２月１２日から施行する。 

 

２．主な改正内容について 



 

（１）第三次・担い手３法を踏まえた対応について 

①請負代金内訳書に明示する項目の追加について 

  改正後の建設業法第２０条第１項において、材料費、労務費及び労働者による適

正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳を明示した見積書を作成する努力

義務が規定されたことを踏まえ、適正な労務費の確保と、労務費確保に伴う労務費

以外の「労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」へのしわ寄せ防

止を図るため、法定福利費（事業主負担分）に加え、見積段階で内訳明示される経

費（材料費、労務費、安全衛生経費、建退共掛金）についても、請負代金内訳書に

おいて内訳明示する項目として追加することとした。 

（民間約款（甲）第４条、民間約款（乙）第２条関係） 

 

②コミットメント条項の新設について 

「労務費に関する基準」（令和７年１２月２日中央建設業審議会勧告第１号）にお

いて、その実効性確保策として、契約当事者によるコミットメント制度の活用を通

じた労務費・賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられたことを踏まえ、受注

者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、それぞれ雇用する技能者や直接の下請

事業者に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関す

る書類等の提出を求めることができる規定を導入することとし、契約当事者の任意

で利用できる選択条項として追加することとした。 

労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント

条項の導入を約する条文（Ａ）を基本としつつ、状況に応じて発注者・元請間、元

請・一次間など個々の契約段階において個別に導入を約する条文（Ｂ）についても

選択可能としている。上記趣旨を踏まえて、コミットメント条項を積極的に活用さ

れたい。 

また、コミットメント制度の活用に関するガイドラインとして、「「労務費に関す

る基準」の運用方針」（案）（令和７年１２月頃国土交通省公表予定）において条項

の解説や運用上の留意点が記載されているので、これも参照の上、活用を検討され

たい。 

（民間約款（甲）第４条の２、民間約款（乙）第２条の２関係） 

 

③契約変更協議に関する規定の追加について 

  改正後の建設業法において、資材高騰に係る契約変更に関するルールとして、請

負代金額等の「変更方法」が契約書の法定記載事項として明確化され、資材高騰な

ど、請負代金額等に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあるときは、契約締結前

に、受注者は注文者に対して当該情報を通知することとされ、資材高騰等が顕在化

した場合、受注者から発注者に対して契約変更の協議の申出ができ、注文者は誠実

に協議に応ずるよう努めなければならないこととされた。これを踏まえて、契約変

更（工期・請負代金額）の請求ができる場合として、主要な資材の供給の著しい減



 

少その他の工期に影響を及ぼす事象、資材の価格の高騰その他の請負代金額に影響

を及ぼす事象が発生したケースを追加し、協議の申出や誠実協議に関する規定を新

設するとともに、適切な価格転嫁が図られるよう、請負代金の変更について価格変

動を考慮する旨の規定を新設することとした。 

契約変更に当たっては、サプライチェーン全体における適切な価格転嫁が図られ

るよう、これらの規定も活用して、注文者と受注者との間において適切な協議が行

われることが求められる。 

（民間約款（甲）第３０条・第３１条、民間約款（乙）第２１条・第２２条関係） 

 

（２）その他の改正事項について 

①暴力団排除条項の追加について 

  公共工事標準請負契約約款に規定している暴力団排除条項（発注者の催告によら

ない解除権）について、多くの業法において欠格要件として一般化したこと、民民

の契約においても一般化してきたことを踏まえ、民間約款（甲）・民間約款（乙）に

おいても同様の規定を追加することとした。 

（民間約款（甲）第３５条、民間約款（乙）第２６条関係） 

 

以上 

 



警察庁丁生企発第 750 号  

令和７年 12 月９日  

  

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 殿 

国土交通省不動産・建設経済局建設振興課長 殿 

国土交通省大臣官房参事官（建設人材・資材） 殿 

 

警察庁生活安全局生活安全企画課長 

 

 

建設工事における交通誘導警備員の適正な労務費の確保と 

支払いの実効性の確保依頼について 

 

 平素より警察行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年 12 月２日、中央建設業審議会において、改正後の建設業法（昭和二十四

年法律第百号）第 34 条第２項に基づく「労務費に関する基準」（以下「本基準」という。）

が勧告されました。また、価格交渉時の適正な労務費（賃金の原資）の確保をより円滑

に進める観点で、国土交通省において策定する本基準を踏まえた適正な労務費の具体的

な数値（以下「基準値」という。）として、建設工事における交通誘導警備員の基準値

が策定されました。 

 本基準については、適正な労務費が、公共工事・民間工事に関わらず、受発注者間、

元請―下請間、下請間のすべての段階において確保され、技能者の賃金として支払われ

ることを目的として作成されたところ、委託事業者等から委託を受けた中小受託事業者

等間においても、建設工事における交通誘導警備員の適正な労務費（賃金の原資）の確

保と支払いの実効性が確保されるために、当庁において、製造委託等に係る中小受託事

業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律（昭和三十一年法律第百二十号）

に基づく価格転嫁に必要な指導・助言を行うとともに、建設工事における交通誘導に従

事した警備員への適正な賃金の支払い等について、警備業界に周知を図っていく予定に

しております。 

 つきましては、貴省において、貴省所管の建設業界団体等に対し、交通誘導警備員の

適正な労務費（賃金の原資）の確保と支払いの徹底を周知していただき、建設業法の枠

組みにおいても実効性を確保するとともに、適正取引等が推進されますようお願いいた

します。 

 

【本件担当】 

    警察庁生活安全局生活安全企画課警備業係  

                    電話番号 03-3581-0141（3022） 
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